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教育カードローン「アシスト」（当座貸越） 

２０２６年４月１日現在 

１．商品名 教育カードローン『アシスト』（当座貸越）…しんきん保証基金 

２．ご利用いただける 

  方 

（1）当金庫営業地区内に居住されている者又は営業地区の事業所に勤務（営業）

している方 

（2）申込時年齢２０歳以上で、安定継続した収入のある方 

＊ 給与所得者の方は、勤続年数は問いません 

＊ 自営業者の方は、現在の業種で確定申告の実績がある方 

＊ 派遣社員・パート等の非正規社員は、安定継続した収入がある方。（安定継続

した収入とは「年収が１５０万円以上ある」または「年収が９０万円以上で家

族と同居している」等を目安とする。） 

＊ 年金収入のある方 

（3）しんきん保証基金の保証承諾が受けられる方 

（4）申込人または申込人の子弟・孫・被扶養親族（以下「子弟等」という）が学

校等に就学中または就学予定である方。※子弟ごとの契約となります。 

学校とは、国内・海外を問わず、学校（教育施設）と呼称されるものが対象。 

①大学院（法科大学院含む）  

②大学       ③短期大学 

④高等専門学校   ⑤高等学校  

⑥中学校      ⑦小学校  

⑧専修学校・各種学校（予備校・専門学校含む） 

⑨幼稚園・保育園・その他学校（教育施設） 

※上記（1）～（4）の全てを満たす個人が利用できます。 

３．ご利用期間 ・ ご利用可能期限は、卒業予定月の末日まで。（原則５年以内） 

４．ご利用方法 ・ローンカードによるＡＴＭでの出金により。 

５．ご利用金額 ・ ５０万円以上５００万円以内 （１０万円単位） 

６．お使いみち ・子弟等の就学にかかるが学校等への納付金および就学にかかる付帯費用 

７．ご融資利率 ・ 当金庫所定の利率とさせていただきます。固定金利型。 

８．ご返済方法 （1）原則として、元金の返済は卒業予定月の末日まで据置とし、利息は毎月お支

払いいただきます。 

（2）元金は随時任意の金額を返済することもできますが、卒業後、証書貸付に切

替えます。 

９．お利息の支払 （1）支払方法 

毎月１０日に利息支払用口座から自動振替により、お支払いただきます。 

（2）計算方法  

毎日の最終残高に対し、１年３６５日として日割計算します。 

（3）計算期間 

前月１０日から当月９日までとします。 

１０．必要書類 （1）本人確認書 

運転免許証（表裏） 

運転免許証を取得されていない方は次のいずれか 

①個人番号カード（表面） 

②パスポート（２０２０年２月３日以前に交付したもの） 

③運転経歴証明書（表裏） 

④上記①②③をお持ちでない方は資格確認書等 

④の場合には、住民票抄本や公共料金の領収書のご提示が必要です。 

※申込人が日本国籍以外の場合は、本人確認書類に加えて次のいずれかの書類が必要と
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なります。 

  ・在留カード・特別永住者証明書 

（2）子弟等が就学中または就学予定であることを証する書類 

１１．事務手数料 ・ 不要です。 

１２．保証料 ・ ご融資利率に含まれます。 

１３．保証人 ・しんきん保証基金が保証しますので必要ありません。 

１４．担保 ・ 不要です。 

１５．その他 （1）ローンの詳しい内容、またはご融資利率やご返済の試算については、窓口に

お問合わせください。 

（2）お申込みに際しては事前に審査をさせていただきます。しんきん保証基金の

保証が受けられない等、結果によっては、ご希望に添えない場合もございま

すので、あらかじめご了承ください。 

１６．苦情処理措置 

紛争解決措置 

 

苦情処理措置：本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアン

ス管理部（９時～１７時、フリーダイヤル：０１２０－３０８－７７０、電話：０

３－３７４２－０６２１）にお申し出ください。 

紛争解決措置：東京弁護士会（電話：０３－３５８１－００３１）、第一東京弁護

士会（電話：０３－３５９５－８５８８）、第二東京弁護士会（電話：０３－３５

８１－２２４９）の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能としております

ので、上記コンプライアンス管理部または全国しんきん相談所（９時～１７時、電

話：０３－３５１７－５８２５）にお申出ください。なお、上記の各弁護士会（東

京三弁護士会）に直接申立ていただくことも可能です。 

また、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様もご利用いただけます。その

際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会にて、東京の弁護士会とテレ

ビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法（現地調停）、②当該地域

の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法（移管調停）がございます。 

ご利用いただける弁護士会など詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアン

ス管理部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。 

 


